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例１）１人世帯の場合

２２５万円１８０万円１３０万円８０万円３０万円所　　得

(３５０万円)(３００万円)(２５０万円)（２００万円）（１５０万円）（年金収入）

２２８,０００円１８４,７００円１３６,５００円７９,７００円１２,９００円保　険　料

－－－２割軽減７割軽減軽減措置

例２）夫婦２人世帯の場合

２２５万円１８０万円１３０万円８０万円３０万円所　　得
夫

(３５０万円)(３００万円)(２５０万円)(２００万円)(１５０万円)(年金収入)

０円０円０円０円０円所　　得
妻

(１２０万円)(１００万円)(７０万円)(５０万円)(５０万円)(年金収入)

２２８,０００円１８４,７００円１３６,５００円７９,７００円１２,９００円
夫の保険料

－－－２割軽減７割軽減

４３,１００円４３,１００円４３,１００円３４,５００円１２,９００円
妻の保険料

－－－２割軽減７割軽減

問い合わせ
北海道後期高齢者医療広域連合
（�011－290－5601）
国保・年金グループ
（�○８５ 1771）

　被保険者の健康管理のため、

健康診査を実施します。申込

方法などについては、今後の

『広報のぼりべつ』などでお

知らせします。

年金収入のみの場合の保険料計算例
（年金収入が３３０万以上の方については、別の算式になります）

�均等割額　４３,１４３円
�所得割額　年金収入２５０万円－公的年金控除１２０万円－基礎控除３３万円＝９７万円
　　　　　　９７万円×９.６３％＝９３,４１１円
�保　険　料　４３,１４３円＋９３,４１１円＝１３６,５５４円≒１３６,５００円（百円未満切り捨て）

�均等割額　世帯２人の所得の合計額が３０万円で３３万円
　　　　　　以下のため７割軽減に該当
　　　　　　４３,１４３円×０.３（７割軽減）＝１２,９４２円
�所得割額　年金収入５０万円－公的年金控除１２０万円－
　　　　　　基礎控除３３万円＝０円
　　　　　　０円×９.６３％＝０円
�保　険　料　１２,９４２円＋０円＝１２,９４２円≒１２,９００円
　　　　　　（百円未満切り捨て）

�均等割額　世帯２人の所得の合計額が８０万円で２割軽減
　　　　　　判定（３３万円＋３５万円×２人＝１０３万円）
　　　　　　以下のため２割軽減に該当
　　　　　　４３,１４３円×０.８（２割軽減）＝３４,５１４円
�所得割額　年金収入２００万円－公的年金控除１２０万円－
　　　　　　基礎控除３３万円＝４７万円
　　　　　　４７万円×９.６３％＝４５,２６１円
�保　険　料　３４,５１４円＋４５,２６１円＝７９,７７５円≒７９,７００円
　　　　　　（百円未満切り捨て）


